
令和７年度熊谷市会計年度任用職員（一般事務）募集要項 

 

１ 募集職種  会計年度任用職員（一般事務） 

 

２ 職   務  事務用務、窓口用務、電話応対、相談用務、児童施設用務、地域防犯用

務、その他一般行政事務に従事します。 

 

３ 募集人数  ５名程度 

 

４ 勤務場所  本庁舎又は市内の市有施設 

 

５ 応募資格  市役所の業務に関心、意欲のある方で次の⑴から⑶のいずれにも該当

しない方 

           ⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者 

           ⑵ 熊谷市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない者 

           ⑶ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

（注）日本国籍を有しない方については、活動に制限のない在留の資格

を取得している方又は令和８年３月３１日までにこの資格を取得す

る見込みの方に限り受験できます。 

      ※ 臨時的任用職員（令和８年４月１日任用）採用試験との併願はできません。 

 

 

６ 申込期間    令和８年１月７日（水）から１月２０日（火） まで 

（土日及び祝日を除きます。） 

         

７ 申込方法   上記期間内に所定の申込書及び作文（自筆で記入のこと。）を持参す

るか又は郵送で、熊谷市職員課（本庁舎３階）へ申し込みください（郵

送の場合は１月２０日必着）。 

            なお、申込みいただいた申込書及び作文は返却できません。 

※ 郵送による申込みの場合、封筒の表に「会計年度任用職員申 

込書在中」と朱書きし、必ず「簡易書留」又は「特定記録郵便」で

職員課宛てに郵送してください。 

          

８ 面  接      申込みをされた方を対象に、２月７日（土）に面接を行います。 

なお、申込者が多数の場合は、書類選考の上、面接を行います。 

            ※日程は変更となる場合があります。詳細は、１月下旬から２月上旬

頃に通知しますので確認してください。（書類選考となった場合は

その結果を合わせて通知します。） 

            

９ 任用期間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

           ※ 勤務成績が良好な場合、翌年度に再度任用されることがあります。 



10 勤務時間  週 29時間 

（１日約５～７時間で、週４又は５日間勤務） 

  (週 29時間勤務：勤務時間の例) 

※ 週４日の場合：７時間１５分勤務（例：9：00 から 17：15 まで）を４日。 

   ※ 週５日の場合：６時間勤務（例：9：00 から 16：00）を４日、 

５時間勤務（例：9：00 から 15：00）を１日。 

 

 

11 報 酬 等  週 29時間：月額 159,331 円～183,150 円 

※ 地域手当相当額を含みます。 

※ 報酬額は改定される場合があります。 

※ 報酬月額については、採用されるまでの職歴等によって、上記で

示した月額の範囲内で決定されます。 

※ 要件に該当する方は、別途交通費が支給されます。 

 

12 期末手当・勤勉手当  報酬の月額相当額の 4.65 月分（年間） 

    （期末手当） 在職期間に応じて所定の割合を乗じた額を支給します。 

             例：令和８年４月１日採用の場合の割合  

６月期：１００分の３０ １２月期：１００分の１００ 

   （勤勉手当） 勤務日数等により変動します。 

                

  

13 福利厚生  社会保険、雇用保険等適用 

 

14 服  務    地方公務員法に規定する服務及び懲戒の規定の対象となります。 

※ 営利企業への従事（兼業）については可能です。ただし、その場合 

でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については

適用となるため、留意してください。 

         

15 休  暇    年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等 

        

16 申込み・問合せ    熊谷市総務部職員課（本庁舎３階） 

〒360-8601 熊谷市宮町二丁目 47番地１ 

        電話 048-524-1111（内線 236、238） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


